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令和６年度経済産業省中小企業庁委託イベントにおける案内パン

フレット等の封入・発送に関する入札（仕様書） 

 

１ 件名 

  令和６年度経済産業省中小企業庁委託イベントにおける案内パンフレット

等の封入・発送 

 

２ 目的 

令和６年度経済産業省中小企業庁委託イベントを広く周知し、多くの参加

を促すために案内パンフレット等を送付する。 

 

３ 訴求対象 

  企業・団体等関係者を始め関心のある方 

 

４ 発注概要 

（１）案内パンフレット等の封入作業 

（２）案内パンフレット等の発送作業 

（３）宛名の印字又は貼付作業 

（４）封入物（チラシ１種類、リーフレット１種類、パンフレット１種類）の

引取り 

 

５ 業務内容 

（１）発送件数及び発送完了日等は別添１を参照すること。 

（２）封入物 

  ア 送付状： Ａ４／約４ｇ ※別添２参照 

  イ 案内パンフレット： Ａ３二つ折り／約１３ｇ 

  ウ チラシ： Ａ４／約５ｇ ※パンフレット・ＤＶＤ広報用チラシ 

  エ リーフレット： Ａ３二つ折り／約１３ｇ 

  オ パンフレット： Ａ４／３２ページ／約１０６ｇ 

  ※ 発送用封筒（角２・封緘糊／テープなし）は、当センターが指定する

業者から支給する。 

（３）ＤＭ発送先・封入物内訳については、別添１を参照。なお、発送先デー

タについては、当センター及び当センターが指定する業者から支給する。 

（４）封入物の支給及び引取り 

  ア 上記「５業務内容（２）封入物」のうち、「ア 送付状」「イ 案内
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パンフレット」の２点は、当センターが指定する業者から支給する。 

  イ 上記「５業務内容（２）封入物」のうち、「ウ チラシ」「エ リー

フレット」「オ パンフレット」の３点は、当センターが指定する東京

近郊の倉庫から引取りを行うこと。 

    ※ 引取りに掛かる経費は負担すること。 

    ※ 一部パンフレットの印刷スケジュールの都合により受注者に直接

納入する場合がある（別添１参照）。 

 

６ 業務完了報告・請求等 

（１）完了報告は、発送伝票の提出をもって行うこと。 

（２）請求書類は発送案件ごとに業務完了後速やかに発行すること。 

 

７ 応募概要 

（１）提出書類 

ア 入札書（別紙１の様式を使用し、提出の際は封緘すること） 

  イ 委任状（書式自由、代表者が入札する場合は不要） 

  ウ 各省庁一般競争（指名競争）参加資格審査結果通知書の写し 

  エ 適格請求書発行事業者登録番号届出書の写し又は適格請求書発行事業

者登録番号届出書（別紙２） 

（２）落札方式 

  最低価格落札方式 

（３）書類提出期限（厳守） 

   令和６年８月３０日（金）午前１１時 

（４）開札 

   令和６年８月３０日（金）午前１１時３０分 

   ※ 当センターにて実施予定。 

 

８ その他 

（１）応札者は、経済産業省中小企業庁及び他の府省庁等から指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

（２）応札者から提出された提出書類は、返却しない。 

（３）本入札の参加に要する経費は、応札者の負担とする。 

（４）本事業の実施に当たっては、当センターによる確認作業を経て、承諾を

得た上で作業を進めること。 

（５）本件を実施するに当たって、知り得た情報については、本件以外の業務
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に使用しないこと。また、第三者に対して一切漏えいしないこと。 

（６）本件完遂のために十分な実施体制を整えること。また、経済産業省中小

企業庁及び当センターと受注者間での連絡調整に際しては、窓口（担当者）

を明確にし、一本化すること。 

（７）入札書への必要事項の記載漏れや押印漏れ、入札金額を訂正した入札書、

提出書類の不備等は失格となるため、提出前に十分確認すること。 

（８）本仕様書に定めのない事項については、当センターと協議すること。 

（９）契約後、本仕様に従わないと認められる場合には、契約を解除する。そ

の場合、解除までに要した経費その他の費用は、受注者の負担とする。 

（10）本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。本業務の一部を

第三者に委託する場合は、当センターの承諾を得るものとする。 

（12）当センターが本件に係るイベントの開催中止を決定したときは、本件業

務の一部または全部の委託を解除し、反対給付は行わない。この中止判断

があったときは、別添１に記載の発送完了日の１４日前までに受注者に伝

えるものとする。 

（13）本件受注者は、受注後速やかに発送案件ごとの見積金額が分かる書面を

提出すること。 

（14）本件受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため

のガイドライン（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の

実施に係る関係省庁施策推進・連絡会議決定）」を踏まえて人権尊重に取

り組むよう努めるものとする。 

  

９ 監督及び検査 

本件業務の適正な履行を確保するため、受注者への必要な監督及び作業完

了の監督・検査は、以下の当センター職員が行う。なお、異動等により職員

が交代した場合は、後任の職員がこれを行う。 

 （１）検査職員： 事務局長補佐兼総務部長 山本由理子 

 （２）監督職員： 事務局長 上杉憲章 

 

10 問合せ・提出先 

公益財団法人人権教育啓発推進センター事業部 第１課 鈴木愛 

東京都港区芝大門２－１０－１２ ＫＤＸ芝大門ビル４Ｆ 

ＴＥＬ ０３－５７７７－１８０２／ＦＡＸ ０３－５７７７－１８０３ 

Ｅメール ｊｉｇｙｏ０１＠ｊｉｎｋｅｎ．ｏｒ．ｊｐ 

ウェブサイト http://www.jinken.or.jp/ 
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